
                     

神奈川県監査委員公表第６号 

 

監査の結果により講じた措置について 

 

地方自治法（昭和22年法律第67号）第199条第12項の規定に基づき、神奈川県知事から監査の結果に

より措置を講じた旨の通知があったので、その内容を公表する。 

 

平成 29年５月 16日 

 

神奈川県監査委員 村 上  英 嗣 

同                髙 岡   香 

同                太 田 眞 晴 

同                土 井  りゅうすけ 

同                赤 井 かずのり 

 

１ 措置の対象となった監査の結果 

平成 28年 11月１日（神奈川県公報号外第 91号）神奈川県監査委員公表第 21号で公表した不適切

事項又は要改善事項のうち議会局、教育委員会及び公安委員会を除く 63 箇所（既報告の 20 箇所を

除く）に係る 88事項 

 

２ 監査の結果及び講じた措置の内容 

（１）政策局 

本庁機関で認められた不適切事項又は要改善事項 

監査実施 

箇所名 
監査実施日 監査の結果 措置の内容 

ヘルスケア・

ニューフロン

ティア推進本

部室 

平成28年８月

30日（平成28

年７月12日及

び同月13日職

員調査） 

（不適切事項） 

予算の執行において、ＣＨＯ

（健康管理最高責任者）構想基

盤構築事業業務委託契約（契約 

額10,810,800円）について、保

健福祉局からの業務の移管（平

成27年６月１日）に伴い、その 

予算執行について改めて執行伺

票による決裁を速やかに受ける

べきところを、同年12月９日ま

でこれを行っていなかった。 

 

不適切事項については、神奈

川県財務規則及び予算の執行状

況の確認が不十分であったこと

によるものである。 

今後は、このようなことがな

いよう、関係規定の理解の向上

を図るとともに、複数の職員に

よる確認体制を強化することな

どにより、適正な事務執行に努

めることとした。 

出先機関で認められた不適切事項又は要改善事項 

監査実施 

箇所名 
監査実施日 監査の結果 措置の内容 

神奈川県統計

センター 

平成28年５月 

18日（平成28

年３月18日職

員調査） 

 

（不適切事項） 

契約事務において、国勢調査

の調査関係書類の審査等補助事

務労働者派遣業務の委託契約 

（契約額13,701,454円）の締結

に当たり、契約書に労働者派遣

事業の適正な運営の確保及び派

遣労働者の保護等に関する法律

 

不適切事項については、労働

者派遣事業の適正な運営の確保

及び派遣労働者の保護等に関す

る法律について、理解不足及び

所属内の確認体制が十分に機能

していなかったことによるもの

である。 



により義務付けられている直接

指揮命令者等に関する事項の記

載がなかった。 

 今後は、このようなことがな

いよう、関係法令の理解の向上

を図るとともに、複数職員によ

る確認を徹底することにより、

適正な事務執行に努めることと

した。 

神奈川県県央

地域県政総合

センター 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成28年４月 

26日（平成28

年３月３日、

同月４日、同

月７日及び同

月８日職員調

査） 

 

（不適切事項） 

１ 予算の執行において、加入

している団体の会費（１件、

10,000円）の支出に当たり、

「（節）負担金、補助及び交

付金」で執行すべきところ 

「（節）報償費」で執行して

いた。 

２ 財産管理事務において、土

地及び建物に係る行政財産使

用許可の使用料の算定に当た

り、財産経営部長通知に基づ

き県有財産台帳価格の改定に

よる新価格を平成27年９月以

降の使用許可期間に適用すべ

きところ、同通知に反し平成

27年度の使用許可期間全体に

適用した上で同年４月から同

年８月までの許可期間の使用

料との差額を同年９月以降の 

  使用料としたため、２件、 

  8 3円を過大に徴収してお 

  り、３件、150円が徴収不足 

であった。 

３ 庶務事務において、火薬類

取締法等に係る業務につい 

て、従事した職員が報告を誤

ったため、特殊勤務手当等５

件、1,012円の支給が不足して

いた。 

（要改善事項） 

「厚木合同庁舎警備業務委託契

約の仕様書における従事者の業

務内容の定めに関する件」 

契約事務において、厚木合同

庁舎警備業務委託契約の仕様書

に、業務内容に関して雇用関係

を示すかのような「拘束時間」

という文言を説明を付すことな

く用いていた。 

（以下省略） 

 

 

 

不適切事項については、次の

とおり措置した。 

１ 予算の執行については、神

奈川県財務規則等の理解が不

十分であったことによるもの

であり、平成28年３月22日に

科目更訂を行った。 

  今後は、このようなことが

ないよう、関係規定等に関す

る理解の向上を図るととも 

に、複数の職員による確認体

制を強化することにより、適

正な事務執行に努めることと

した。 

２ 財産管理事務については、

県有財産台帳価格の改定につ

いては認識していたものの、

使用料に関する算定方法の理

解が不十分であったことによ

るものであり、不足分につい

ては、平成28年４月１日に収

入し、徴収超過分について 

は、平成28年３月28日に相手

方に戻出した。 

  今後は、このようなことが

ないよう、関係規定の理解の

向上を図るとともに、複数の

職員による確認体制を強化す

ることにより、適正な事務執

行に努めることとした。 

３ 庶務事務の特殊勤務手当等

については、平成28年４月15

日に本人に支給した。 

  今後は、このようなことが

ないよう、手当の申請につい

て職員に周知徹底するととも

に、複数の職員による確認体

制を強化することにより、適

正な事務執行に努めることと

した。 

 

要改善事項については、平成 



 

 

 

28年３月30日に相手方と合意の 

上、仕様書の変更（文言の修正）

を行った。 

神奈川県湘南

地域県政総合

センター 

平成28年４月

28日（平成28

年３月15日か

ら同月18日ま

で職員調査） 

 

（不適切事項） 

 支出事務において、湘南地域

鳥獣対策協議会ツキノワグマ対

策部会の委員謝礼の支払に当た

り、履行後３月を超えて支払っ

ているものが１件、15,000円あ

った。 

 

不適切事項については、謝礼

金に係る確認並びに事業課及び

総務課間の連携が不十分であっ

たことによるものである。 

 今後は、このようなことがな

いよう、各課における事業の進

行管理を適切に行うとともに、

支出の伴う案件については必ず

総務課と合議を行うことによ

り、適正な事務執行に努めるこ

ととした。 

神奈川県県西

地域県政総合

センター 

平成28年４月

27日（平成28

年３月９日か

ら同月11日ま

で及び同月14

日職員調査） 

 

（不適切事項） 

１ 工事事務において、広域農

道整備工事の設計積算に当た

り、軽量盛土工の施工に際し

設置する足場工について、誤

って設置が不要な部分を控除

することなく積算していたた

め 、 変 更 後 の 契 約 額

（149,904,000円）が183,600

円過大のまま支払っていた。 

２ 財産管理事務において、次

のとおり誤りがあった。 

(1)   行政財産使用許可に当 

 たり、平成24年５月１日から   

平成27年４月30日までの使用

期間とした申請に対し、行政

財産の使用許可取扱要領に基

づき平成27年３月31日までの

許可とすべきところ、平成27

年４月30日までの許可として

いた。このことにより、平成

27年５月１日以降の許可期間

更新後の使用料100円と合わ

せ、使用者に平成27年度分の

使用料100円を重複して負担 

させていた。 

(2)   借用不動産の台帳価格の 

改定に伴う転貸借の変更契約 

の締結に当たり、財産経営部 

長通知に基づいて平成27年９ 

月１日までに変更契約を締結 

すべきところ、遅延している 

ものが３件（契約日、平成27 

年11月24日２件、同月26日１ 

 

不適切事項については、次の

とおり措置した。 

１ 工事事務については、設計   

書作成過程において、確認が 

不十分であったことから、足 

場工の数量を誤り、設計額が 

過大となったものである。 

  今後は、このようなことが 

ないよう、確認方法を改善す 

るとともに、設計業務研修を 

実施することにより、適正な 

事務執行に努めることとし 

た。 

２ 財産管理事務については、  

次のとおりである。 

(1)  行政財産使用許可につい 

ては、関係規定の理解及び確 

認体制が不十分であったこと 

によるものである。 

   今後は、このようなことが 

ないよう、関係規定の理解の   

向上を図るとともに、複数の 

職員による確認体制を強化す 

ることなどにより、適正な事 

務執行に努めることとした。 

(2)  借用不動産の台帳価格の

改定に伴う転貸借の変更契約

については、職員の関係規定

の理解不足と確認体制が不十

分であったことによるもので

ある。 

    今後は、このようなことが

ないよう、関係規定等の理解 



件）あった。 

３ 庶務事務において、公用車

を利用した出張に当たり、人

事給与システムに入力してい

なかったものが24件あり、そ

のうち旅費23件、4,600円を支

給していなかった。 

の向上を図るとともに、複数 

の職員による確認体制を強化 

するなどにより、適正な事務 

執行に努めることとした。 

３ 庶務事務の旅費について

は、平成28年４月22日及び９

月13日に本人に支給した。 

今後は、このようなことが

ないよう、関係規定の理解の

向上を図るとともに、複数の

職員による確認体制を強化す

ることにより、適正な事務執

行に努めることとした。 

（２）総務局 

 本庁機関で認められた不適切事項又は要改善事項 

監査実施 

箇所名 
監査実施日 監査の結果 措置の内容 

総務室 

 

平成28年８月

31日（平成28

年７月20日職

員調査） 

（不適切事項） 

契約事務において、次のとお 

り誤りがあった。 

１ 供用自動車等燃料購入契約

（市場価格を反映した変動単

価契約、支払総額3,339,215

円）の締結に当たり、特段の

根拠なく、契約単価を構成す

る定額手数料を決定するため

に必要な見積書を徴していな

かった。 

２ 非常用発電設備点検業務契

約（契約額1,706,400円）の締

結に当たり、政府契約の支払

遅延防止等に関する法律によ

り契約書への明記が求められ

ている「契約の目的たる給付

の完了の確認又は検査の時

期」を記載していなかった。 

 

不適切事項の契約事務につい

ては、次のとおり措置した。 

１ 供用自動車等燃料購入契約

については、神奈川県財務規

則の理解不足によるものであ

る。 

  今後は、このようなことが

ないよう、神奈川県財務規則

の理解の向上を図るととも

に、複数の職員による確認体

制を強化することにより、適

正な事務執行に努めることと

した。 

２ 非常用発電設備点検業務契

約については、関係規定の理

解不足によるものである。 

  今後は、このようなことが

ないよう、関係規定の理解の

向上を図るとともに、複数の

職員による確認体制を強化す

ることにより、適正な事務執

行に努めることとした。 

財産経営部施

設整備課 

平成28年８月

31日（平成28

年７月26日職

員調査） 

（不適切事項） 

庶務事務において、週休日に

勤務し、週休日の振替を行わな

かった職員に対し、当該週休日

の時間外勤務手当（支給割合

135/100）を支給すべきところ、

当該職員が誤って時間外勤務を

別の平日に人事給与システムへ

 

不適切事項の時間外勤務手当

については、平成28年９月16日

に本人に支給済みである。 

今後は、このようなことがな

いよう、関係規定の理解の向上

を図るとともに、複数の職員に

よる確認体制を強化することに



入力し、支給割合125/100により

計算されたこと等により、時間

外勤務手当６件、16,173円が支

給不足であった。 

（要改善事項） 

「計画修繕工事に係る予算の

執行に関する件」 

計画修繕工事に係る予算の執

行において、入札不調による発

注時期の遅れにより年度内の完

了が困難な状況であったため、

工事内容を分割し、完了が見込

まれる部分に限定して契約して

いるものがあった。 

（以下省略） 

より、適正な事務執行に努める

こととした。 

 

要改善事項については、今後

の計画修繕工事の予算の執行に

ついて、工事の進捗状況を把握

し、やむを得ない事情で年度内

完了が見込めない工事について

は、繰越明許費を活用すること

により、効率的な予算の執行が

行えるよう、関係部局とより一

層連携を図ることとした。 

出先機関で認められた不適切事項又は要改善事項 

監査実施 

箇所名 
監査実施日 監査の結果 措置の内容 

神奈川県高津

県税事務所 

平成28年５月 

12日（平成28

年３月１日職

員調査） 

 

（不適切事項） 

財産管理事務において、立木

の管理に当たり、神奈川県県有

財産規則第46条に定める立木に

係る県有財産台帳を作成し管理

すべき単独樹木（クロガネモチ

１本、イロハモミジ２本）が存

在するにもかかわらず、立木に

係る県有財産台帳を作成してい

なかった。 

 

不適切事項については、関係

規定の理解が不十分であったこ

とによるものであり、平成28年

３月３日に立木に係る県有財産

台帳を作成した。 

 今後は、このようなことがな

いよう、関係規定の周知徹底を

図るとともに、複数の職員によ

る確認体制を強化することによ

り、適正な事務執行に努めるこ

ととした。 

（３）安全防災局 

 本庁機関で認められた不適切事項又は要改善事項 

監査実施 

箇所名 
監査実施日 監査の結果 措置の内容 

安全防災部消

防課 

 

平成28年７月

21日(平成28

年６月８日職

員調査） 

 

 

（不適切事項） 

 庶務事務において、人事給与

システムへ入力していなかった

ため、週休日に時間外勤務した

職員１名に対して、時間外勤務

手当１件、3,496円を支給して

いなかった。 

 

不適切事項の時間外勤務手当

については、平成28年７月15日

に本人に支給した。 

今後は、このようなことがな

いよう、所定の手続の厳守を周

知徹底するとともに、複数の職

員による確認体制を強化するこ

とにより、適正な事務執行に努

めることとした。 

出先機関で認められた不適切事項又は要改善事項 

監査実施 

箇所名 
監査実施日 監査の結果 措置の内容 

神奈川県総合 平成28年２月 （不適切事項）  



防災センター 

 

 

 

 

16日（平成28

年２月15日及

び同月16日職

員調査） 

 

 庶務事務において、公用車を

利用した出張に当たり、人事給

与システムに入力をしていなか

ったものが８件あり、そのうち

旅費２件、400円を支給していな

かった。 

不適切事項の旅費について 

は、平成28年３月18日に本人に 

支給した。 

今後は、このようなことがな

いよう、複数の職員による確認

体制を強化することにより、適

正な事務執行に努めることとし

た。 

神奈川県消防

学校 

平成28年２月

16日（平成28

年２月15日及

び同月16日職

員調査） 

 

（不適切事項）  

庶務事務において、公用車を

利用した出張に当たり、人事給

与システムに入力をしていなか

ったものが47件あり、そのうち

旅費39件、8,493円を支給してい

なかった。 

 

不適切事項の旅費について

は、平成28年４月８日に本人に

支給した。 

今後は、このようなことがな

いよう、複数の職員による確認

体制を強化することにより、適

正な事務執行に努めることとし

た。 

（４）県民局 

 本庁機関で認められた不適切事項又は要改善事項 

監査実施 

箇所名 
監査実施日 監査の結果 措置の内容 

総務室 

 

平成28年７月

29日(平成28

年６月８日職

員調査） 

（不適切事項） 

１ 支出事務において、神奈川

県公私立高等学校設置者会議

の委員に対する謝金２件、

38,000円の支払に当たり、所

得税及び復興特別所得税につ

いて給与所得の源泉徴収税額

表の日額表を適用すべきとこ

ろ、所轄税務署の見解を確認

することなく、誤って月額表

を適用したことにより、

10,438円が徴収不足であっ

た。 

２ 契約事務において、外国籍

ＤＶ被害者のための「多言語

相談」業務委託契約(契約額

7,000,000円)及び女性への暴

力相談「週末ホットライン」

業 務 委 託 契 約 ( 契 約 額

2,150,000円)の締結に当た

り、当該契約に係る取引に課

せられる消費税額及び地方消

費税額を契約書に記載してい

なかった。 

 

不適切事項については、次の

とおり措置した。 

１ 支出事務については、関係

法令に関する認識及び理解が

不十分であったことによるも

のである。 

  今後は、このようなことが

ないよう、関係法令の理解の

向上を図るとともに、税額表

等について所轄税務署に確認

を行うことにより、適正な事

務執行に努めることとした。 

２ 契約事務については、関係

規定等の理解が不十分であっ

たことによるものである。 

  今後は、このようなことが 

 ないよう、関係規定等の理解

の向上を図ることにより、適

正な執行に努めることとし

た。 

くらし県民部

人権男女共同

参画課 

平成28年７月

29日(平成28

年６月10日職

（不適切事項） 

 契約事務において、外国籍Ｄ

Ｖ被害者のための「多言語相

 

不適切事項については、関係

規定等の理解及び確認体制が不



 員調査） 談」業務委託契約（契約額

7,000,000円）及び女性への暴力

相談「週末ホットライン」業務

委託契約（契約額2,150,000円）

の締結に当たり、当該契約に係

る取引に課せられる消費税額及

び地方消費税額を契約書に記載

していなかった。 

十分であったことによるもので

ある。 

今後は、このようなことがな

いよう、関係規定等の理解の向

上を図るとともに、進行管理を

徹底することにより、適正な事

務執行に努めることとした。 

 

くらし県民部

文化課 

 

平成28年７月

29日(平成28

年６月14日職

員調査） 

（不適切事項） 

予算の執行において、新たな

歳入である地域活性化・地域住

民生活等緊急支援交付金（地方

創 生 先 行 型 ） （ １ 件 、

66,986,000円）の収入につい

て、調定時には同交付金に対応

する予算科目が設定されていな

かったことから、科目更訂を前

提として既存の予算科目で調定

を行ったが、その後、科目更訂

を失念し、予算科目の誤りを是

正していなかった。 

 

不適切事項については、確認

が不十分であったことによるも

のであり、誤った予算科目につ

いては平成28年６月14日に是正

を行い、正しい科目で決算を行

った。 

今後は、このようなことがな

いよう、予算科目が設定されて

から調定を行うことを前提と

し、科目更訂を要する場合は執

行管理を行うための帳簿にその

旨を記載することにより、適正

な事務執行に努めることとし

た。 

次世代育成部

次世代育成課 

 

平成28年７月

29日(平成28

年６月21日職

員調査） 

（不適切事項） 

 庶務事務において、週休日に

勤務し、週休日の振替を行わな

かった職員１名に対して、時間

外勤務手当１件、32,016円を支

給していなかった。 

 

 不適切事項の時間外勤務手当

については、平成28年９月16日

に本人に支給した。 

 今後は、このようなことがな

いよう、服務管理を徹底すると

ともに、複数の職員による確認

を徹底することにより、適正な

事務執行に努めることとした。 

次世代育成部

子ども家庭課 

 

平成28年７月

29日(平成28

年６月16日職

員調査） 

（不適切事項） 

 財産管理事務において、電柱

支線１条の設置のために行政財

産の使用許可を行っていた土地

の用途廃止に伴う使用許可から

賃貸借契約への変更に当たり、

契約の締結及び貸付料の徴収

（１件、365円）が３月を超えて

遅れていた。 

 

 不適切事項については、関係

規定の理解及び確認体制が不十

分であったことによるものであ

る。 

 今後は、このようなことがな

いよう、関係規定の理解の向上

を図るとともに、複数の職員に

よる確認体制を強化することに

より、適正な事務執行に努める

こととした。 

次世代育成部

私学振興課 

 

平成28年７月

29日(平成28

年６月20日職

員調査） 

（不適切事項） 

１ 支出事務において、神奈川

県公私立高等学校設置者会議

の委員に対する謝金２件、

38,000円の支払に当たり、所

 

不適切事項については、次の

とおり措置した。 

１ 支出事務については、関係

法令に関する認識及び理解が



得税及び復興特別所得税につ

いて給与所得の源泉徴収税額

表の日額表を適用すべきとこ

ろ、所轄税務署の見解を確認

することなく、誤って月額表

を適用したことにより、

10,438円が徴収不足であっ

た。 

２ 庶務事務において、休日に

勤務し、休日の振替を行わな

かった職員１名に対して、休

日勤務手当１件、16,027円を

支給していなかった。 

不十分であったことによるも

のである。 

  今後は、このようなことが

ないよう、関係法令の理解の

向上を図るとともに、税額表

等について所轄税務署に確認

を行うことにより、適正な事

務執行に努めることとした。 

２ 庶務事務の休日勤務手当に

ついては、平成28年９月16日

に本人に支給した。 

  今後は、このようなことが

ないよう、服務管理を徹底

し、確認体制を強化すること

により、適正な事務執行に努

めることとした。 

出先機関で認められた不適切事項又は要改善事項 

監査実施 

箇所名 
監査実施日 監査の結果 措置の内容 

神奈川県立か

ながわ男女共

同参画センタ

ー 

 

平成28年２月

24日（平成28

年２月23日及

び同月24日職

員調査） 

（要改善事項） 

「社会参画活動推進事業におけ

る執行科目の件」 

予算の執行において、社会参

画活動推進事業（県の支払額､３

件合計277,506円）について、事

業の実施形態（委託事業）及び

経費の執行科目（委託料）が、

事業全体の経費の一部を県が負

担しているという実態を反映し

たものとなっていなかった。 

（以下省略） 

 

要改善事項については、事業

の実施形態及び経費の執行科目

の見直しを行った。 

事業の実施形態について、県

とＮＰＯ等とが分担して事業を

実施し、県はその負担すべき部

分に応じて「負担金」を当該Ｎ

ＰＯ等に支払うという実態を反

映させる形で、社会参画活動推

進事業実施要領の改正（平成28

年６月15日）を行うとともに、

県とＮＰＯ等とが分担して事業

を実施し、その旨の請書をＮＰ

Ｏ等から受領し協定を締結し 

た。 

また、経費の執行科目につい

て、平成28年度社会参画活動推

進事業予算は、すでに「委託料

」として予算決定・再配当され

ていたため、「負担金、補助及

び交付金」に節を変更する手続

をとり、ＮＰＯ等団体に対して

県負担部分を「負担金」として

支払う形で事業を実施し、改善

を図った。 

神奈川県中央

児童相談所 

 

平成28年５月

13日（平成28

年５月11日か

（不適切事項） 

１ 予算の執行において、３日

里親謝礼の支払に当たり、履

 

不適切事項については、次の

とおり措置した。 



ら同月13日ま

で職員調査） 

行確認の遅れや不十分な予算

管理などにより、第３四半期

分（15名、計239,200円）に

ついては、履行後３月を超え

て支払っており、第４四半期

分（14名、計200,100円）に

ついては、本来、「（事業 

名）里親制度推進費（細事業

名）里親制度推進費」の予算

科目により支出すべきとこ 

ろ、「（事業名）児童相談所

費（細事業名）虐待防止対策

推進費」により支出してい 

た。 

２ 庶務事務において、非常勤

職員報酬加給の支給に当た 

り、加給額の算出基礎となる

勤務期間を誤って計算したた

め、加給を支給すべきではな

い職員に対して、１件、

55,891円を誤って支給してい

た。 

１ 予算の執行については、進

行管理及び確認が不十分だっ

たことによる。 

  今後は、このようなことが

ないよう、進行管理を徹底す

るとともに、複数の職員によ

る確認体制を強化することに

より、適正な事務執行に努め

ることとした。 

２ 庶務事務の非常勤職員報酬

加給については、平成28年12

月27日に本人から返納され 

た。 

今後は、このようなことが

ないよう、関係規定の理解の

向上を図るとともに、複数の

職員による確認体制を強化す

ることにより、適正な事務執

行に努めることとした｡ 

神奈川県立中

里学園 

平成28年６月

３日（平成28

年３月15日職

員調査） 

（不適切事項） 

 庶務事務において、タクシー

を利用した出張に当たり、人事

給与システムへ入力していなか

ったものが５件あり、そのうち

旅費４件、800円を支給していな

かった。 

 

 不適切事項の旅費について

は、平成28年３月25日に本人に

支給した。 

 今後は、このようなことがな

いよう、所定の手続の厳守を周

知徹底するとともに、複数の職

員による確認体制を強化するこ

とにより、適正な事務執行に努

めることとした。 

神奈川県立青

少年センター 

 

平成28年７月

29日（平成28

年５月26日及

び同月27日職

員調査） 

（不適切事項） 

財産管理事務において、自動

販売機の設置に係る行政財産の

使用許可（４台、4.07㎡）に当

たり、一般競争入札により貸し

付けるという原則に対する例外

的な取扱いとして、施設財産部

長通知により設置者を特定する

配慮の必要性がある場合に、設

置者に自動販売機の収支状況を

報告させ、継続的に配慮の必要

性を検証することを条件として

使用許可が認められているにも

かかわらず、検証の基礎となる

自動販売機の収支状況を提出さ

せていなかった。 

 

 不適切事項については、関係

規定の理解が不十分であったこ

とによるものである。 

自動販売機の収支状況を提出

させていなかった平成26、27年

度分については速やかに報告を

受け、配慮の必要性について検

証を行った。 

今後は、このようなことがな

いよう、関係規定の理解の向上

を図るとともに、収支状況報告

書の管理、保管及び職場内での

引き継ぎを徹底することによ

り、適正な事務執行に努めるこ

ととした。 

（５）環境農政局 



 本庁機関で認められた不適切事項又は要改善事項 

監査実施 

箇所名 
監査実施日 監査の結果 措置の内容 

総務室 

 

平成28年８月

24日（平成28

年７月５日職

員調査） 

（不適切事項） 

支出事務において、「神奈川

県環境農政局総合評価方式意見

聴取会（平成27年度第１回）」

の開催に係る委員謝金（２名

分、36,000円）の支払に当た

り、同謝金に関する規程に定め

られている支給期日を87日過ぎ

て支払っていた。 

  

不適切事項については、進行

管理が不十分であったことによ

るものである。 

今後は、このようなことがな

いよう、複数の職員による進行

管理を行うとともに、確認体制

を強化することにより、適正な

事務執行に努めることとした。 

環境部資源循

環推進課 

平成28年８月

24日（平成28

年７月４日職

員調査） 

（不適切事項） 

庶務事務において、公用車を

利用した出張に当たり、人事給

与システムに入力していなかっ

たため、旅費１件、200円を支給

していなかった。 

 

不適切事項の旅費について

は、平成28年８月19日に本人に

支給した。 

今後は、このようなことがな

いよう、所定の手続の厳守を改

めて周知徹底するとともに、複

数の職員による確認体制を強化

することにより、適正な事務執

行に努めることとした。 

 出先機関で認められた不適切事項又は要改善事項 

監査実施 

箇所名 
監査実施日 監査の結果 措置の内容 

神奈川県環境

科学センター 

 

平成28年４月

22日（平成28

年３月22日職

員調査） 

（不適切事項） 

財産管理事務において、行政

財産の使用許可の手続を行わず

に道路照明灯が設置されている

ものが１件、行政財産の使用承

認の手続を行わずに道路標識が

設置されているものが３件あっ

た。 

 

不適切事項については、関係

規定の理解が不十分であったこ

とによるものであり、平成28年

４月１日に、使用許可及び使用

承認を行った。 

 今後は、このようなことがな

いよう、関係規定の理解の向上

を図ることにより、適正な事務

執行に努めることとした。 

神奈川県自然

環境保全セン

ター 

 

平成28年２月

26日（平成28

年１月21日及

び同月22日職

員調査） 

（不適切事項） 

１  収入事務において、行政財

産の過年度分の使用料（１

件、163,360円）について、調

定を行っていなかった。 

２ 支出事務において、ニホン

ジカ保護管理検討委員会の委

員への謝礼金等（７名分、

96,000円）について、履行確

認後３月を超えて支払を行っ

ていた。 

３ 庶務事務において、公用車

を利用した出張に当たり、人

 

不適切事項については、次の

とおり措置した。 

１ 収入事務については、進行

管理が不十分であったことに

よるものであり、平成28年３

月23日に調定し、同年４月28

日に収入済みである。 

今後は、このようなことが

ないよう、複数の職員による

確認体制を強化することによ

り、適正な事務執行に努める

こととした。 



事給与システムに入力してい

なかったため、旅費１件、

200円を支給していなかっ

た。 

２ 支出事務については、進行

管理が不十分であったことに

よるものである。 

今後は、このようなことが

ないよう、複数の職員による

確認体制を強化することによ

り、適正な事務執行に努める

こととした。 

３ 庶務事務の旅費について

は、平成28年２月５日に本人

に支給した。 

今後は、このようなことが

ないよう、複数の職員による

確認体制を強化することによ

り、適正な事務執行に努める

こととした。 

神奈川県水産

技術センター 

 

平成28年３月

23日（平成28

年３月22日及

び同月23日職

員調査） 

（不適切事項） 

 契約事務において、産業廃棄

物の収集・運搬及び処分に係る

契約の締結に当たり、契約書

（単価契約、概算総価230,000

円）に、廃棄物の処理及び清掃

に関する法律施行令により義務

付けられている委託数量の記載

を行っていなかった。 

 

不適切事項については、関係

規定の理解が不十分であったこ

とによるものであった。 

今後は、このようなことがな

いよう、関係規定の理解の向上

を図るとともに、複数の職員に

よる確認体制を強化することに

より、適正な事務執行に努める

こととした。 

神奈川県農業

技術センター 

 

平成28年７月

20日（平成28

年２月25日及

び同月26日職

員調査） 

（不適切事項） 

庶務事務において、公用車を

利用した出張に当たり、人事給

与システムに入力していなかっ

たため、旅費１件、200円を支給

していなかった。 

 

不適切事項の旅費について

は、平成28年４月12日に本人に

支給した。 

 今後は、このようなことがな

いよう、所定の手続の厳守を周

知徹底するとともに、複数の職

員による確認体制を強化するこ

とにより、適正な事務執行に努

めることとした。 

（６）保健福祉局 

 本庁機関で認められた不適切事項又は要改善事項 

監査実施 

箇所名 
監査実施日 監査の結果 措置の内容 

保健医療部県

立病院課 

平成28年８月

23日（平成28

年７月５日職

員調査） 

（要改善事項） 

「指定管理業務において親子教

室及び受託評価事業の利用者か

ら収受する食費に関する件」 

 指定管理業務で収受する実費

相当額を県の収入としていた。 

（以下省略） 

 

要改善事項については、平成

29年度から指定管理者の収入と

することにより、改善を図るこ

ととし、関連規定の見直しにつ

いて、指定管理者と調整した。 

 

保健医療部が 平成28年８月 （不適切事項）  



ん・疾病対策

課 

23日（平成28

年７月８日職

員調査） 

 契約事務において、神奈川県

指定難病特定医療費等管理シス

テム開発導入業務等委託契約

（契約額15,165,144円）の履行

確認に当たり、同契約に基づい

て納入させるべき成果物の一部

（紙媒体及び電子媒体）を納入

させていなかったにもかかわら

ず、履行済として検査を完了

し、契約代金を支払っていた。 

不適切事項については、契約

書を作成した担当者と履行確認

を行った担当者が相違し、引継

後の契約書及び仕様書の確認が

不十分であったことにより、履

行済として検査を完了したこと

によるものである。 

今後は、このようなことがな

いよう、契約内容を確認すると

ともに、受託業者に完成品及び

必要書類について指導を行うな

どにより、適正な事務執行に努

めることとした。 

保健医療部保

健人材課 

平成28年８月

23日（平成28

年７月７日職

員調査） 

（要改善事項） 

「看護師等修学資金貸付金の債

権管理に関する件」 

看護師等修学資金貸付金に係

る債権管理に当たり、所定の時

期に借受者から免除申請がなさ

れていないものについて、その

事由を把握しておらず、返還請

求も行っていなかった。 

（以下省略） 

 

要改善事項については、全て

の保留案件の対象者に対して、

改めて期限を定めて、手続に係

る申請を行うよう通知を発出

し、債権回収を進めるととも

に、返還免除の条件を充たす者

については、早期の申請を促

し、免除手続の促進を図ってい

くこととした。 

また、事務手続の明確化を図

るなど、債権管理における事務

処理を改善していくこととし

た。 

福祉部地域福

祉課 

平成28年８月

23日（平成28

年６月28日及

び同月29日職

員調査） 

（不適切事項） 

 補助金交付事務において、市

民後見推進事業費補助の額の確

定に当たり、１市（補助額

2,656,000円）から提出された実

績報告書等の内容に齟齬があっ

たのを看過し、実績報告書の補

助金精算額調書に基づき補助金

を精算したため、交付額が

2,127,000円過大となっていた。 

  

不適切事項については、実績

報告書等の内容確認が不十分で

あったことによるものである。 

 今後は、このようなことがな

いよう、実績報告書等の書式を

見直すとともに、複数の職員に

よる確認を徹底することによ

り、適正な事務執行に努めるこ

ととした。 

福祉部障害福

祉課 

平成28年８月

23日（平成28

年６月29日及

び同月30日職

員調査） 

（不適切事項） 

 財産管理事務において、県有

財産台帳価格の改定に伴う行政

財産使用許可の変更に当たり、

財産経営部長通知に反して使用

料を算定したため、内容を誤っ

て許可していた。これにより、

使用料３件、4,084円が徴収不足

であった。 

 

不適切事項については、財産

経営部長通知の理解が不十分で

あったことによるものであり、

不足分については、平成28年９

月14日に徴収済となっている。 

今後は、このようなことがな

いよう、関係規定の理解の向上

を図るとともに、複数の職員に

よる確認体制を強化することに

より、適正な事務執行に努める



こととした。 

福祉部生活援

護課 

平成28年８月

23日（平成28

年７月４日職

員調査） 

（不適切事項） 

 庶務事務において、次のとお

り誤りがあった。 

１ 週休日に勤務し、週休日の

振替を行わなかった職員３名

に対して、時間外勤務手当３

件、72,803円を支給していな

かった。 

２ 公共交通機関を利用した出

張に当たり、人事給与システ

ムに入力していなかったた

め、旅費５件、3,840円を支給

していなかった。 

 

 

 

不適切事項の庶務事務につい

ては、次のとおり措置した。 

１ 時間外勤務手当について

は、平成28年12月16日に本人

に支給した。 

今後は、このようなことが

ないよう、服務規程に沿った

手続を行うことを改めて周知

するとともに、失念等による

手続の漏れを防止するための

確認体制を強化することによ

り、適正な事務執行に努める

こととした。 

２ 旅費については、平成28年

12月２日に本人に支給した。 

 今後は、このようなことが

ないよう、人事給与システム

への入力を徹底することによ

り、適正な事務執行に努める

こととした。 

生活衛生部生

活衛生課 

平成28年８月

23日（平成28

年７月13日職

員調査） 

（不適切事項） 

 財産管理事務において、茅ケ

崎駐在事務所に配属されている

庁用自動車６台（帳簿価額計

7,145,159円）について、平成20

年４月に同事務所を設置するに

当たって所在地が異なる事務所

から管理換えを受けたものであ

るにもかかわらず、現在まで、

道路運送車両法の規定に基づく

「使用の本拠の位置」に係る変

更登録を申請していなかった。 

 

 不適切事項については、関係

規定の確認及び理解が不十分で

あったことによるものである。 

 今後は、このようなことがな

いよう、関係規定の理解を徹底

するとともに、適時の確認を行

うことにより、適正な事務執行

に努めることとした。 

 

出先機関で認められた不適切事項又は要改善事項 

監査実施 

箇所名 
監査実施日 監査の結果 措置の内容 

神奈川県平塚

保健福祉事務

所 

平成28年３月

９日（平成28

年１月27日及

び同月28日職

員調査） 

（不適切事項） 

庶務事務において、緊急参集

した職員のうち１名に対して、

時間外勤務手当１件、3,690円を

支給していなかった。 

 

 

不適切事項の時間外勤務手当

については、平成28年２月16日

に本人に支給した。 

今後は、このようなことがな

いよう、複数の職員による確認

を徹底することにより、適正な

事務執行に努めることとした。 

神奈川県平塚

保健福祉事務

所秦野センタ

平成28年３月

９日（平成28

年１月25日及

（不適切事項） 

庶務事務において、勤務を命

ずる必要がある週休日の振替に

 

 不適切事項の時間外勤務手当

については、平成28年３月16日



ー び同月26日職

員調査） 

当たり、振替が可能な期間に振

替を行わなかったため、勤務１

週間当たりの決められた勤務時

間を超過しており、時間外勤務

手当１件、12,892円を支給して

いなかった。 

（要改善事項） 

「庁舎清掃業務委託に係る予定

価格の積算の件」 

庁舎清掃業務委託に係る予定

価格の積算について、積算の合

理性が十分に担保されていない

ものがあった。 

（以下省略） 

に本人に支給した。 

 今後は、このようなことがな

いよう、関係規定の理解の向上

を図るとともに、休日出勤に対

する服務について、直接監督者

と職員との間で認識を共有する

ことにより、適正な事務執行に

努めることとした。 

  

要改善事項については、平成

28年度の庁舎清掃業務の入札予

定価格積算から、価格情報誌に

示された屋内清掃料金を補正せ

ずに用いるとともに、当該料金

に含まれない衛生消耗品につい

ては、その原価に諸経費率を乗

じて用いるなど、より合理性の

高い積算方法に改善した。 

神奈川県厚木

保健福祉事務

所 

平成28年６月

21日（平成28

年４月25日及

び同月26日職

員調査） 

（不適切事項） 

庶務事務において、タクシー

を利用した出張に当たり、人事

給与システムに入力していなか

ったため、旅費４件、800円を支

給していなかった。 

 

 不適切事項の旅費について

は、平成28年４月28日に支給し

た。                                  

今後は、このようなことがな

いよう、人事給与システムへの

入力を周知徹底するとともに、

複数の職員による確認体制を強

化することにより、適正な事務

執行に努めることとした。 

神奈川県立煤

ケ谷診療所 

平成28年７月

13日（平成28

年４月26日職

員調査） 

（不適切事項） 

支出事務において、平成28年

１月分電気料金（２件、34,217

円）の支払に当たり、電子決裁

を怠ったため、当初の口座振替

指定日に振替ができず、期限後

に支払っていた。その結果、同

年１月分の口座振替割引の取消

しにより、同年２月分電気料金

の支払に当たり、口座振替割引

の適用除外２件、108円を加算さ

れて支払っていた。 

 

不適切事項については、進行

管理が不十分であったことによ

るものである。 

今後は、このようなことがな

いよう、確認体制を強化するこ

とにより、適正な事務執行に努

めることとした。  

神奈川県精神

保健福祉セン

ター 

平成28年５月

19日（平成28

年２月10日職

員調査） 

（要改善事項） 

「庁舎の使用許可に伴い使用許 

可を受けた者に負担させる光熱 

水費等相当額の算定に関する 

件」 

精神保健福祉センター（以下

「所属」という。）の団体への

庁舎の使用許可に伴う光熱水費

 

要改善事項については、各団

体の実際の使用状況の把握に努

めるとともに、より公正な費用

按分によるよう、算定方法を見

直すことにより、改善を図っ

た。  

 



等相当額について、行政財産の

使用許可取扱要領（以下「要

領」という。）に定める使用面

積、使用人員及び使用状況等の

要素を十分に考慮せずに算定し

ていた。 

（以下省略） 

神奈川県立総

合療育相談セ

ンター 

平成28年５月

13日（平成28

年５月11日か

ら同月13日ま

で職員調査） 

（不適切事項） 

庶務事務において、非常勤職

員の雇用に当たり、基本報酬額

を誤って適用したため、基本報

酬（日額）を9,366円とすべきと

ころ、12,480円としていた。そ

の結果、平成27年４月分から同

年６月加給分までの報酬４件、

263,367円を過大に支給してい

た。 

 

不適切事項については、基本

報酬額表の時間額を適用して算

出すべきところ、誤って日額を

適用したことによるものであ

る。 

今後は、このようなことがな

いよう、複数の職員による確認

体制を強化することにより、適

正な事務執行に努めることとし

た。 

神奈川県立ひ

ばりが丘学園 

平成28年４月

22日（平成28

年４月21日及

び同月22日職

員調査） 

（不適切事項） 

１ 契約事務において、次のと

おり誤りがあった。 

(1) 空調設備保守点検業務委託

契約（契約額1,188,000円）に

基づく保守点検業務につい

て、年４回（平成27年５月、

同年８月、同年11月、平成28

年２月）の各業務完了後に受

託者から作業報告書が提出さ

れる都度検査を行うべきとこ

ろ、支払時期である半期ごと

に検査を実施していた。 

(2) 産業廃棄物の収集運搬業務

委託契約（契約額220,000円）

の締結に当たり、契約金額の

一部である搬出作業費及び諸

経費を契約書に記載しておら

ず、また、同処分業務委託契

約（契約額400,000円）の締結

に当たり、契約書の受注者の

責任範囲の記載内容に誤りが

あった。さらに、これらの契

約の履行確認に当たり、神奈

川県財務規則に基づき、各々

の契約ごとに検査調書を作成

すべきところ、受領委任によ

り契約金額の支払先が一者に

なったことと検査調書作成の

要否を混同し、両契約の契約

金額を合算した額を契約金額

 

不適切事項については、次の

とおり措置した。 

１ 契約事務については、次の

とおりである。 

(1) 空調設備保守点検業務委

託契約については、関係規

定の理解が不十分であった

ことによるものである。 

 今後は、このようなこと 

がないよう、複数の職員に 

よる確認体制を強化するこ 

とにより、適正な事務執行 

に努めることとした。 

(2) 産業廃棄物の収集運搬業

務委託契約については、確

認が不十分であったことに

よるものである。 

今後は、このようなこと

がないよう、新たに契約内

容の標準様式を作成し、複

数の職員による確認体制を

強化することにより、適正

な事務執行に努めることと

した。 

２ 庶務事務の旅費について

は、平成28年６月７日に支給

した。 

今後は、このようなことが 

ないよう、関係規定の周知徹 

底と複数の職員による確認体 



として記載した検査調書を、

収集運搬業務委託契約につい

てのみ作成していた。 

２ 庶務事務において、公用車

を利用した出張に当たり、人

事給与システムに入力してい

なかったものが26件あり、そ

のうち旅費23件、7,600円を支

給していなかった。 

制を強化することにより、適 

正な事務執行に努めることと 

した。 

神奈川県食肉

衛生検査所 

平成28年９月

13日（平成28

年２月２日職

員調査） 

（不適切事項） 

庶務事務において、公用車を

利用した出張に当たり、人事給

与システムに入力していなかっ

たため、旅費１件、200円を支給

していなかった。 

 

 

不適切事項の旅費について

は、平成28年３月１日に本人に

支給した。 

今後は、このようなことがな

いよう、人事給与システムへの

入力を周知するとともに、複数

の職員による確認体制を強化す

ることにより、適正な事務執行

に努めることとした。 

神奈川県動物

保護センター 

平成28年５月

19日（平成28

年３月24日職

員調査） 

（不適切事項） 

収入事務において、次のとお

り誤りがあった。 

１ 行政財産の使用許可の失 

効に伴う使用料２件、785円の

還付に当たり、還付手続が用

途廃止後３月を超えて遅れて

いた。 

２ 行政財産の貸付けに伴う光

熱水費の立替収入の徴収に当

たり、前回の監査で、算出誤

りによる過大徴収について指

摘がなされていたにもかかわ

らず、今回も前月末指針値の

計算式への入力誤りにより、

１件、６円を過大に徴収して

いた。 

 

不適切事項の収入事務につい

ては、次のとおり措置した。 

１ 還付手続の遅れについて

は、進行管理が不十分であっ

たことによるものである。 

  今後は、このようなことが

ないよう、複数の職員による

確認を徹底することにより、

適正な事務執行に努めること

とした。 

２ 立替収入の過大徴収につい

ては、確認が不十分であった

ことによるものであり、過大

徴収分は、平成28年３月分の

徴収額と相殺処理した。 

  今後は、このようなことが

ないよう、複数の職員による

確認を徹底することにより、

適正な事務執行に努めること

とした。 

（７）産業労働局 

 本庁機関で認められた不適切事項又は要改善事項 

監査実施 

箇所名 
監査実施日 監査の結果 措置の内容 

総務室 平成28年８月

３日（平成28

年６月16日職

員調査） 

（不適切事項） 

支出事務において、新聞購入

代第４四半期分ほか５件、

90,439円の支払に当たり、政府

 

不適切事項については、進行

管理が不十分であったことによ

るものである。 



契約の支払遅延防止等に関する

法律などに定められている支払

期限を過ぎて支払っていた。 

今後は、このようなことがな

いよう、書類受付簿等の活用を

徹底するとともに、複数の職員

による確認体制を強化すること

により、適正な事務執行に努め

ることとした。 

産業部産業振

興課 

平成28年８月

３日（平成28

年６月20日職

員調査） 

（不適切事項） 

支出事務において、エネルギ

ー関連等ベンチャー事業化促進

事業及び新産業ベンチャー起業

化支援事業に係る委員謝金１

件、18,000円の支払に当たり、

支払期限を過ぎて支払ってい

た。 

 

不適切事項については、進行

管理が不十分であったことによ

るものである。 

今後は、このようなことがな

いよう、執行状況確認表を随時

更新するとともに、複数の職員

による確認体制を強化すること

により、適正な事務執行に努め

ることとした。 

産業部エネル

ギー課 

平成28年８月

３日（平成28

年６月17日職

員調査） 

（不適切事項） 

庶務事務において、公用車を

利用した出張に当たり、人事給

与システムに入力していなかっ

たため、旅費３件、600円を支給

していなかった。 

 

不適切事項の旅費について

は、平成28年８月30日に本人に

支給した。 

今後は、このようなことがな

いよう、所定の手続の厳守を改

めて周知徹底するとともに、複

数の職員による確認体制を強化

することにより、適正な事務執

行に努めることとした。 

観光部国際観

光課 

平成28年８月

３日（平成28

年６月21日職

員調査） 

（不適切事項） 

庶務事務において、公共交通

機関を利用した出張に当たり、

人事給与システムに入力してい

なかったため、旅費１件、1,024

円を支給していなかった。 

 

不適切事項の旅費について

は、平成28年７月15日に本人に

支給した。 

今後は、このようなことがな

いよう、所定の手続の厳守を改

めて周知徹底するとともに、複

数の職員による確認体制を強化

することにより、適正な事務執

行に努めることとした。 

労働部労政福

祉課 

平成28年８月

３日（平成28

年６月24日職

員調査） 

（不適切事項） 

庶務事務において、公共交通

機関を利用した出張に当たり、

人事給与システムに入力してい

なかったため、旅費１件、530円

を支給していなかった。 

 

不適切事項の旅費について

は、平成28年７月５日に本人に

支給した。 

今後は、このようなことがな

いよう、所定の手続の厳守を改

めて周知徹底するとともに、複

数の職員による確認体制を強化

することにより、適正な事務執

行に努めることとした。 

出先機関で認められた不適切事項又は要改善事項 

監査実施 監査実施日 監査の結果 措置の内容 



箇所名 

神奈川県産業

技術センター 

平成28年４月

21日(平成28

年３月14日か

ら同月16日ま

で職員調査） 

（不適切事項） 

１ 収入事務において、受託研

究に係る受託収入の調定につ

いて、神奈川県財務規則の規

定に反し、調定の日から20日

を超えて納入期限を定めてい

たものが１件、210,330円あっ

た。 

２ 契約事務において、自動販

売機設置場所賃貸借契約（契

約額4,924,800円）の相手方が

業務の一部を他社に行わせて

いるにもかかわらず、同契約

書で定められた届出書を提出

させていなかった。また、同

契約書で定められている売上

状況等の報告も行わせていな

かった。 

３ 財産管理事務において、神

奈川県産業技術交流協会に対

する行政財産の使用許可に当

たり、金庫設置部分の面積の

算入を失念したことにより、

許可面積が過少となったた

め、使用料の算定を誤って許

可しているものがあった。こ

れにより平成27年度分使用料

１件、15,024円が徴収不足で

あった。 

 

不適切事項については、次の

とおり措置した。 

１ 収入事務については、納入

期限の確認が不十分であった

ことによるものである。 

  今後は、このようなことが

ないよう、複数の職員による

確認体制を強化することによ

り、適正な事務執行に努める

こととした。 

２ 契約事務については、契約

書の内容の確認が不十分であ

ったことによるものである。 

  今後は、このようなことが

ないよう、複数の職員による

確認体制を強化することによ

り、適正な事務執行に努める

こととした。 

３ 財産管理事務については、

行政財産の使用許可におい

て、使用部分の確認が不十分

であったことによるものであ

る。 

今後は、このようなことが

ないよう、複数の職員による

確認体制を強化することによ

り、適正な事務執行に努める

こととした。 

神奈川県産業

技術センター

工芸技術所 

平成28年４月

21日(平成28

年３月10日職

員調査） 

（不適切事項） 

財産管理事務において、産業

技術センター工芸技術所の駐車

場に係る行政財産の使用許可に

当たり、行政財産の用途又は目

的を妨げない限度における使用

に係る使用料に関する条例の規

定に反して消費税及び地方消費

税相当額を使用料に含めなかっ

たため、使用料の算定を誤って

許可しているものがあった。こ

れにより平成27年度分使用料１

件、1,643円が徴収不足であっ

た。 

 

不適切事項については、関係

規定の理解が不十分であったこ

とによるものであり、平成28年

３月24日付けで正しい使用料に

よる行政財産変更許可の手続を

行い、平成28年３月31日に不足

分を徴収した。 

今後は、このようなことがな

いよう、関係規定の理解の向上

を図るとともに、複数の職員に

よる確認体制を強化することに

より、適正な事務執行に努める

こととした。 

（８）県土整備局 

 本庁機関で認められた不適切事項又は要改善事項 

監査実施 

箇所名 
監査実施日 監査の結果 措置の内容 



事業管理部県

土整備経理課 

平成28年８月

４日（平成28

年６月22日職

員調査） 

（不適切事項） 

１ 予算の執行において、国庫

支出金の返還に当たり、流域

下水道事業会計予算から返還

すべき２件、136,204円につ

いて、他の一般会計予算から

返還すべきものと合わせ一般

会計予算から返還していた。 

２ 歳計外現金事務において、

県有財産の売払いに係る契約

保証金の歳計外現金への受入

れに当たり、歳計外現金納付

書に記載する会計コードを誤

ったことにより、歳計外現金

として受け入れるべきものを

土地建物等売払収入として処

理していたものが２件、

12,110,500円あった。その結

果、契約保証金の売買代金へ

の充当が売買契約書で定める

時期よりも前に充当されてい

た。 

 

不適切事項については、次の

とおり措置した。  

１ 予算の執行については、国

庫支出金の返還に当たって、

一般会計と特別会計とを明確

に区分しないまま集計を行っ

たことによるものである。 

  今後は、このようなことが

ないよう、国庫支出金の返還

に当たり、一般会計と特別会

計を明確に区分し、複数の職

員による確認を徹底すること

により、適正な事務執行に努

めることとした。 

２ 歳計外現金事務について

は、記載内容の確認が不十分

であったことによるものであ

る。 

  今後は、このようなことが

ないよう、契約保証金に係る

歳計外現金納付書を相手方に

送付する際、複数の職員によ

る確認を徹底することによ

り、適正な事務執行に努める

こととした。 

出先機関で認められた不適切事項又は要改善事項 

監査実施 

箇所名 
監査実施日 監査の結果 措置の内容 

神奈川県横浜

川崎治水事務

所川崎治水セ

ンター 

平成28年４月

20日（平成28

年４月15日及

び同月18日職

員調査） 

（不適切事項） 

１ 収入事務において、公園  

施設の管理許可に係る使用料

の調定が３月を超えて遅れて

いるものが、２件、4,661円

あった。 

２ 財産管理事務において、公

園施設の管理許可に当たり、

使用料の算定を誤って許可し

ていた。これにより使用料、

２件、37円が徴収不足であっ

た。 

 

不適切事項については、次の

とおり措置した。  

１ 収入事務については、進行

管理が不十分であったことに

よるものである。 

今後は、このようなことが

ないよう、占用許可の対象と

なる一覧表を整備し、調定処

理における作業工程を改めて

確認するとともに、年間予定

表を作成し進捗状況の確認を

徹底することにより、適正な

事務執行に努めることとし

た。 

２ 財産管理事務については、

管理許可の使用料に関する規

定の理解が不十分であったこ

とによるものであり、不足分



については、平成28年７月25

日に収入済みである。 

今後は、このようなことが

ないよう、関係規定の理解の

向上を図るとともに、班内の

会議等により情報共有し、複

数職員による確認を徹底する

ことにより、適正な事務執行

に努めることとした。 

神奈川県流域

下水道整備事

務所 

平成28年５月

17日（平成28

年５月16日及

び同月17日職

員調査） 

（不適切事項） 

文書の管理において、「道路

工事・占用工事調書及び付図」

（２件、計6,998円）の購入の

根拠となる「道路工事調整シス

テム利用契約書」が所在不明に

なっていた。 

 

 不適切事項については、自動

更新契約条項付契約の契約書原

本について、執行伺いに添付す

るという財務規則等の関係規定

の理解及び確認が不十分であっ

たことから、文書引継ぎが行わ

れ、契約書原本が所在不明とな

ったものである。 

 契約書原本が所在不明となっ

ている平成15年４月１日付け

「道路工事調整システム利用契

約」を平成28年６月10日付けで

解除し、同日付けで改めて契約

済みである。 

 今後は、このようなことがな

いよう、関係規定の理解の向上

を図るとともに、契約書の内容

について複数職員による確認を

徹底することにより、適正な事

務執行に努めることとした。 

（９）企業庁 

 本庁機関で認められた不適切事項又は要改善事項 

監査実施 

箇所名 
監査実施日 監査の結果 措置の内容 

財務部会計課 

 

平成28年７月

22日（平成28

年５月20日職

員調査） 

（不適切事項） 

 契約事務において、支払通知

書12,280枚ほか２点の印刷製本

契約（契約額 599,814円）の締

結に当たり、再度入札の不調に

より見積合せを実施する際に入

札時と異なる予定価格を設定し

て見積合せを執行していた。 

 

不適切事項については、執行

方法の認識誤りによるものであ

る。 

今後は、このようなことがな

いよう、関係法令等の理解の向

上を図るとともに、法令を遵守

することにより、適正な事務執

行に努めることとした。 

出先機関で認められた不適切事項又は要改善事項 

監査実施 

箇所名 
監査実施日 監査の結果 措置の内容 

神奈川県企業

庁相模原水道

平成28年９月

13日（平成28

（不適切事項） 

庶務事務において、人事給与

 

不適切事項の超過勤務手当に



営業所 

 

年４月25日及

び同月26日職

員調査） 

システムに入力していなかった

ため、緊急呼出しにより深夜に

登庁し、漏水対応業務に従事し

た職員１名に対して超過勤務手

当１件、12,749円を支給してい

なかった。 

 

ついては、平成28年６月16日に

本人に支給した。 

今後は、このようなことがな

いよう、超過勤務における所定

の手続の厳守を徹底するととも

に、複数の職員による確認体制

を強化することにより、適正な

事務執行に努めることとした。 

神奈川県企業

庁相模原南水

道営業所 

 

平成28年４月

21日（平成28

年３月７日及

び同月８日職

員調査） 

（不適切事項） 

庶務事務において、水道施設

の維持等に係る業務に支給され

る特殊勤務手当１件500円が支

給されておらず、２件324円が

支給不足であり、１件500円が

誤って支給されていた。 

 

 不適切事項の特殊勤務手当に

ついては、未支給分及び支給不

足分は平成28年11月16日に本人

に支給し、誤支給分については

平成28年11月29日に本人から返

納された。 

今後は、このようなことがな

いよう、複数の職員による確認

体制を強化するとともに、運転

日報に「特殊業務の有無」欄を

設けることにより、適正な事務

執行に努めることとした。 

神奈川県企業

庁津久井水道

営業所 

 

平成28年６月

29日（平成28

年３月３日職

員調査） 

（要改善事項） 

「神奈川県内タクシー共通クー

ポン券の活用に関する件」 

 財産管理事務において、平成 

25年３月を最後に利用実績のな 

い神奈川県内タクシー共通クー 

ポン券(以下「タクシークーポ 

ン」という。)を所有し続けた 

まま活用していない状況にあっ 

た。 

（以下省略） 

 

要改善事項については、タク

シークーポンの企業局内におけ

る有効活用を図る必要があると

判断し、平成28年５月31日に企

業局経営課へ管理換えを行い、

改善を図った。 

神奈川県企業

庁平塚水道営

業所 

平成28年３月

25日（平成28

年２月18日及

び同月19日職

員調査） 

（不適切事項） 

工事事務において、配水管改

良工事の変更契約額の積算に当

たり、道路に設置する区画線工

について、誤った単価加算率を

適用して積算していたため、変

更後の契約額（60,071,760円）

が77,760円過大であった。 

 

不適切事項については、設計

書作成過程において、確認が不

十分であったことによるもので

ある。 

今後は、このようなことがな

いよう、確認体制の強化を図る

ことにより、適正な事務執行に

努めるとともに、イントラネッ

トの違算事例集に掲載し、情報

の共有化を図った。 

神奈川県企業

庁厚木水道営

業所 

 

平成28年５月

24日（平成28

年２月23日及

び同月24日職

員調査） 

（不適切事項） 

１ 収入事務において、配水管

等のき損に伴う損害賠償金の

収入未済に係る督促状の発行

に当たり、神奈川県公営企業

 

不適切事項については、次の

とおり措置した。 

１ 収入事務については、進行

管理が不十分であったことに



財務規程の規定に反し、納付

期限後20日以内に督促状を発

行していないものが３件、計

331,432円あった。 

２ 工事事務において、配水管

改良工事の変更契約額の積算

に当たり、誤った施工歩掛を

適用していた仮設材設置撤去

工について、そのまま積算し

たため、変更後の契約額

（56,251,800円）が629,640

円過大であった。 

よるものである。 

  今後は、このようなことが

ないよう、複数の職員による

進行管理を徹底することによ

り、適正な事務執行に努める

こととした。 

２ 工事事務については、設計

書作成過程において、確認が

不十分であったことによるも

のである。 

今後は、このようなことが

ないよう、所内会議を通じて

周知徹底するとともに、複数

の職員による確認体制を強化

することにより、適正な事務

執行に努めることとした。 

神奈川県企業

庁海老名水道

営業所 

 

平成28年５月

12日（平成28

年３月23日職

員調査） 

（不適切事項） 

１ 支出事務において、神奈川

県公営企業財務規程に定めら

れた支出命令権者の決裁を受

けることなく支出手続を行っ

ているものが５件、計257,833

円あった。 

２  工事事務において、配 

水管改良工事の変更契約額の

積算に当たり、道路に設置す

る区画線工について誤った単

価加算率を適用して積算して

いたため、変更後の契約額

（21,177,720円）が42,120円

過大であった。 

  

不適切事項については、次の

とおり措置した。 

１ 支出事務については、決裁

の確認が不十分であったこと

によるものである。 

  今後は、このようなことが

ないよう、複数の職員による

確認体制を強化することによ

り、適正な事務執行に努める

こととした。 

２ 工事事務については、設計

書作成過程において、確認が

不十分であったことによるも

のである。 

今後は、このようなことが

ないよう、確認体制の強化を

図ることにより、適正な事務

執行に努めるとともに、イン

トラネットの違算事例集に掲

載し、情報の共有化を図っ

た。 

神奈川県企業

庁大和水道営

業所 

 

平成28年５月

19日（平成28

年３月22日職

員調査） 

（不適切事項） 

工事事務において、配水管改

良工事の変更契約額の積算に当

たり、道路に設置する区画線工

について誤っていた単価加算率

を、引き続き適用して積算して

いたため、変更後の契約額

(42,255,000円)が93,960円過大

であった。 

 

不適切事項については、設計 

書作成過程において、確認が不

十分であったことによるもので

ある。 

今後は、このようなことがな

いよう、確認体制の強化を図る

ことにより、適正な事務執行に

努めるとともに、イントラネッ

トの違算事例集に掲載し、情報

の共有化を図った。 



神奈川県企業

庁谷ケ原浄水

場 

 

平成28年３月

１日（平成28

年２月29日及

び同年３月１

日職員調査） 

（不適切事項） 

１ 支出事務において、前渡金

口座への支出を失念していた

平成27年４月分の電話料金が

先に振り替えられたために同

年５月分の電気料金が口座振

替できず、納付書による支払

を行った結果、同年７月分の

電気料金請求額に口座振替割

引の適用除外及び延滞利息合

わせて665円を加算されて支

払っていた。 

２ 工事事務において、谷ケ原

浄水場急速ろ過池更生工事

（契約額42,174,000円）に係

る設計額の積算に当たり、残

砂処分費及び土砂検定費の積

算を誤ったため、設計額が

270,000円過大となり、この

過大な設計額に基づいて決定

した予定価格が、正しく積算

された設計額を上回ってい

た。 

 

不適切事項については、次の

とおり措置した。 

１ 支出事務については、進行

管理が不十分であったことに

よるものである。 

今後は、このようなことが

ないよう、手続の進捗状況を

一覧表で可視化するととも

に、複数の職員による進行管

理を徹底することにより、適

正な事務執行に努めることと

した。 

２ 工事事務については、設計

書作成過程において、確認が

不十分であったことによるも

のである。 

今後は、このようなことが

ないよう、所内会議を通じて

周知徹底するとともに、複数

の職員による確認体制を強化

することにより、適正な事務

執行に努めることとした。 

神奈川県企業

庁相模川水系

ダム管理事務

所 

 

平成28年９月

15日（平成28

年４月12日及

び同月13日職

員調査） 

（不適切事項） 

契約事務において、導水施設

詳細調査等業務委託の変更契約

の締結に当たり、当該変更によ

り追加された積算項目の一つで

ある水質調査・分析に係る諸経

費を二重に積算したため、変更

後の契約額（39,448,080円）が

389,880円過大であった。 

 

 

 

 不適切事項については、設計

書作成過程において、確認が不

十分であったことによるもので

ある。 

 今後は、このようなことがな

いよう、所内会議を通じて周知

徹底するとともに、複数の職員

による確認体制を強化すること

により、適正な事務執行に努め

ることとした。 

 

 


